
船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年８月３１日 １３時０５分ごろ 

発生場所 長崎県南島原
みなみしまばら

市瀬詰
せ づ め

埼北東方沖 

沖ノ瀬灯標から真方位２７０°１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３６.７′ 東経１３０°１４.１′） 

事故の概要  プレジャーボート第３三
み

奈美
な み

丸は、漂泊中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年９月１日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第３三奈美丸、０.２トン 

ＮＳ３－４０８０５０（漁船登録番号）、個人所有 

第２９２－５３３５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、瀬詰埼北東方沖

で船首を東方に向けて漂泊して釣りをしていたところ、船長が、船首

部両舷側にある排水口（以下「本件排水口」という。）から海水が船

内に流入していることを認めたが、流入量は少なく、流入した海水は

本件排水口から排水されていたので、釣りを続けた。 

船長は、本件排水口から流入する海水の量が徐々に増え、排水され

ずに滞留するようになったので、帰航することとしたが、本船は、船

首部から沈下して水船状態となり、船外機が水没して停止し、その

後、右舷側に傾斜して転覆した。 

船長及び同乗者２人は、いずれも救命胴衣を着用しており、転覆し

た本船にしがみつき、船長が親族に本事故の発生を連絡し、同乗者の

うち１人が携帯電話で海上保安庁に通報した。 

本船は、来援した親族の船舶により、定係地までえい
．．

航された。 

船長は、令和３年２月に小型船舶操縦免許証を取得し、１～２週間

に１回程度一人で釣りに出掛けていたが、同乗者を乗船させるのは本

事故時が初めてであった。 

本船は、本件排水口のキャップが装備されていなかった。 

本船の喫水は、ふだんより５cmほど深くなっていた。 

船長は、係留場所を出航したときから、本件排水口より海水が入っ

たり出たりしていることに気付いていたが、入った海水が滞留するこ



とはなかったので、問題ないと思っていた。  

分析 本船は、西風が徐々に強まり波高約２ｍの状況下、漂泊中、船長

が、船首側の本件排水口のキャップがない状態で、初めて同乗者２人

を乗船させ、ふだんより喫水が深くなったことから、本件排水口から

流入する海水が徐々に増え、排水されずに滞留するようになり、右舷

側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

本船は、航行中は船首浮上で本件排水口からの海水の流入が少なか

ったものの、漂泊後、船首が下がった状態となり、本件排水口より海

水の流入が増えたものと考えられる。 

原因 本事故は、西風が徐々に強まり波高約２ｍの状況下、本船が、漂泊

中、船長が、船首側の本件排水口のキャップがない状態で、初めて同

乗者２人を乗船させ、ふだんより喫水が深くなったため、本件排水口

から流入する海水が徐々に増え、排水されずに滞留するようになり、

右舷側に傾斜して発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、排水口のキャップを装備すること。 

 

 


